
 

               

 

 

和歌山市「はたちのつどい」について 
 

令和４（2022 年）年４月に施行される改正民法により成人年齢が２０歳から１８歳

に引き下げられます。 

和歌山市では、例年、当該年度２０歳となる新成人を対象に、大人への自覚を促すと

ともに、その前途を祝福し激励する機会として「はたちのつどい」を開催していますが、

民法改正後も従前のとおり、当該年度に２０歳になる方を対象に「はたちのつどい」を

実施することとし、はたちのつどい実行委員会に諮ります。 

 

第２回はたちのつどい実行委員会  

日時 令和元年１１月２６日（火） 午後３時から 

場所 和歌山市教育文化センター ２階 第２会議室 

構成員 別紙名簿のとおり 

【20歳を対象者とする主な理由】 

・18歳は大学受験や就職準備を抱えており、新成人の参加が難しいと思われるため。 

・民法改正の令和 4(2022)年度は 18歳から 20歳までの 3学年が対象となり、会場の 

 確保や運営が非常に困難になってしまうため。 

・市内の一部の高校生を対象にアンケートを実施した結果、9割以上が 20歳で実施す

るのがふさわしいと回答。 
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令和元年１１月２２日 

平成３１年（２０１９年）和歌山市はたちのつどい／１月６日 県民文化会館 




